
2019 年 10 月吉日 
ご契約者の皆様へ 

株式会社広域高速ネット二九六 

消費税率の引き上げについてのご案内 
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ
ます。 
さて、2019 年 10 月より消費税が 10％に引き上げられることに伴い、弊社のサービス提供にかかる利用
料につきまして、下記の通りとさせていただきたくご案内いたします。 
誠に恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
記 

1. 利用料について 
2019 年 10 月 1 日以降のサービス提供にかかる利用料につきましては、消費税率 10％を適用し、ご
請求させていただきます。 
なお、利用期間が 9 月以前のサービスにつきましては 8％でご請求させていただきます。 

≪例 1：ケーブルプラス電話≫ 
 翌月請求のため 10 月請求（9 月利用分）の税率は 8％とし、11 月請求以降（10 月利用分以降）の税

率は 10％となります。 
≪例 2：ケーブルプラスでんき≫  

基本的には翌々月請求のため 11 月請求（9 月利用分）の税率は 8％とし、12 月請求以降（10 月利用
分以降）の税率は 10％となります。 

 
2. 利用料前納一括払いでお支払いいただいている場合について 

一括前払いにより、2019 年 10 月以降にかかる利用料をすでにお支払い頂いている場合は、当該利用
料部分につきまして、新税率（10％）との差額分を次回のご請求時に精算させていただきます。なお、
2019 年 12 月 31 日をもちまして以下のサービスの前納割引制度を終了いたしますので重ねてお知ら
せいたします。 

≪対象サービス≫ 
デジタルミニ 、 デジタルベーシック 、 デジタルプレミアム 

対ひかりエコノミー 、 ひかりスタンダート 、 ひかりプレミアム 
ひかりデジタルミニ 、 ひかりデジタルベーシック 、ひかりデジタルプレミアム 

 ※上記サービスの 2 台目以降のテレビサービス前納支払も終了となります。 
 

3. NHK 団体一括支払いの対応について 
NHK 衛星受信料は 2019 年 10 月より 2％の値下げとなります。よって、増税にともない受信料（税
込）に変更ございません。 

以上 


